
3 特 許 法

沿

革

略

記
】

〇
専

売

略

規

則

明
治
四
年
四
月
七
日
太
政
官
布
告
第
一
七
五
号
専
売
略
規
則
ヲ
以
テ
公
布
）

〇
専
売
略
規
則
廃
止

明
治
五
年
三
月
二
九
日
太
政
官
布
告
第
一
〇
五
号
専
売
略
規
則
廃
止
ヲ
以
テ
公
布
）

〇
専
売
特
許
条
例

明
治
一
八
年
四
月
一
八
日
太
政
官
布
告
第
七
号
専
売
特
許
条
例
ヲ
以
テ
公
布
、
同
年
七
月
一
日
ヨ
リ
施
行
）

改

正

明
治
二
〇
年
四
月
一
八
日
勅
令
第
八
号
ヲ
以
テ
同
条
例
中
改
正
）

〇
特

許

条

例

明
治
二
一
年
一
二
月
一
八
日
勅
令
第
八
四
号
特
許
条
例
ヲ
以
テ
公
布
、
同
二
二
年
二
月
一
日
ヨ
リ
施
行
）

〇
特

許

法

明
治
三
二
年
三
月
一
日
法
律
第
三
六
号
特
許
法
ヲ
以
テ
公
布
、
同
年
七
月
一
日
ヨ
リ
施
行
）

〇
特

許

法

明
治
四
二
年
四
月
二
日
法
律
第
二
三
号
特
許
法
改
正
法
律
ヲ
以
テ
公
布
、
同
年
勅
令
第
二
九
三
号
ニ
依
リ
同

年
一
一
月
一
日
ヨ
リ
施
行
）

〇
特

許

法

大
正
一
〇
年
四
月
三
〇
日
法
律
第
九
六
号
特
許
法
改
正
法
律
ヲ
以
テ
公
布
、
同
年
勅
令
第
四
五
九
号
ニ
依
リ

同
一
一
年
一
月
一
一
日
ヨ
リ
施
行
）

改

正

昭
和
四
年
四
月
二
日
法
律
第
四
七
号
ヲ
以
テ
同
法
中
改
正
、
同
年
勅
令
第
二
八
九
号
ニ
依
リ
同
年
一
〇
月
一

日
ヨ
リ
施
行
）

昭
和
一
三
年
三
月
八
日
法
律
第
三
号
ヲ
以
テ
同
法
中
改
正
、
同
年
勅
令
第
五
二
一
号
ニ
依
リ
同
年
八
月
一
日

ヨ
リ
施
行
）

昭
和
一
三
年
三
月
八
日
法
律
第
五
号
ヲ
以
テ
同
法
中
改
正
、
同
年
勅
令
第
四
〇
〇
号
ニ
依
リ
同
年
六
月
六
日

ヨ
リ
施
行
）

昭
和
二
二
年
九
月
八
日
法
律
第
一
〇
五
号
を
以
て
同
法
中
改
正
、
即
日
施
行
）
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昭
和
二
二
年
一
二
月
二
二
日
法
律
第
二
二
三
号
を
以
て
同
法
中
改
正
、
同
二
三
年
一
月
一
日
よ
り
施
行
）

昭
和
二
三
年
七
月
一
五
日
法
律
第
一
七
二
号
を
以
て
同
法
中
改
正
、
即
日
施
行
）

昭
和
二
四
年
五
月
二
四
日
法
律
第
一
〇
三
号
を
以
て
同
法
中
改
正
、
同
年
五
月
二
五
日
か
ら
施
行
）

昭
和
二
四
年
八
月
一
六
日
政
令
第
三
〇
九
号
を
も
つ
て
同
法
中
改
正
、
同
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
）

昭
和
二
六
年
三
月
六
日
法
律
第
九
号
を
も
つ
て
同
法
中
改
正
、
即
日
施
行
）

昭
和
二
七
年
四
月
二
八
日
法
律
第
一
〇
一
号
を
も
つ
て
同
法
中
改
正
、
同
年
四
月
二
八
日
か
ら
施
行
）

昭
和
三
四
年
四
月
一
一
日
法
律
第
一
一
五
号
を
も
つ
て
同
法
中
改
正
、
即
日
施
行
）

〇
特

許

法

昭
和
三
四
年
四
月
一
三
日
法
律
第
一
二
一
号
特
許
法
改
正
法
律
を
も
つ
て
公
布
、
同
三
五
年
四
月
一
日
か
ら

施
行
）

改

正

昭
和
三
七
年
五
月
一
六
日
法
律
第
一
四
〇
号
を
も
つ
て
同
法
中
改
正
、
同
年
一
〇
月
一
日
よ
り
施
行
）

昭
和
三
七
年
九
月
一
五
日
法
律
第
一
六
一
号
を
も
つ
て
同
法
中
改
正
、
同
年
一
〇
月
一
日
か
ら
施
行
）

昭
和
三
九
年
七
月
四
日
法
律
第
一
四
八
号
を
も
つ
て
同
法
中
改
正
、
同
四
〇
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
）

昭
和
四
〇
年
五
月
二
四
日
法
律
第
八
一
号
を
も
つ
て
同
法
中
改
正
、
同
年
八
月
二
一
日
か
ら
施
行
）

昭
和
四
一
年
六
月
三
〇
日
法
律
第
九
八
号
を
も
つ
て
同
法
中
改
正
、
同
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
）

昭
和
四
一
年
七
月
一
日
法
律
第
一
一
一
号
を
も
つ
て
、
同
法
中
改
正
、
同
年
一
二
月
三
一
日
か
ら
施
行
）

昭
和
四
五
年
五
月
二
二
日
法
律
第
九
一
号
を
も
つ
て
同
法
中
改
正
、
同
四
六
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
）

昭
和
四
六
年
四
月
六
日
法
律
第
四
二
号
を
も
つ
て
同
法
中
改
正
、
同
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
）

昭
和
四
六
年
六
月
一
日
法
律
第
九
六
号
を
も
つ
て
同
法
中
改
正
、
即
日
施
行
）

昭
和
四
八
年
四
月
一
二
日
法
律
第
一
〇
号
を
も
つ
て
同
法
中
改
正
、
即
日
施
行
）
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昭
和
五
〇
年
六
月
二
五
日
法
律
第
四
六
号
を
も
つ
て
同
法
中
改
正
、
特
許
料
及
び
手
数
料
の
改
正
規
定
は
即

日
施
行
、
パ
リ
条
約
に
関
係
し
た
改
正
規
定
は
同
年
一
〇
月
一
日
か
ら
施
行
、
そ
の
他
は
同
五
一
年
一
月
一

日
か
ら
施
行
））

昭
和
五
三
年
四
月
二
四
日
法
律
第
二
七
号
を
も
つ
て
同
法
中
改
正
、
手
数
料
の
改
正
規
定
は
即
日
施
行
、
特

許
料
の
改
正
規
定
は
同
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
）

昭
和
五
三
年
四
月
二
六
日
法
律
第
三
〇
号
附
則
を
も
つ
て
同
法
中
改
正
、
同
年
一
〇
月
一
日
か
ら
施
行
）

昭
和
五
六
年
五
月
一
九
日
法
律
第
四
五
号
を
も
つ
て
同
法
中
改
正
、
同
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
）

昭
和
五
七
年
八
月
二
四
日
法
律
第
八
三
号
附
則
を
も
つ
て
同
法
中
改
正
、
同
年
一
〇
月
一
日
か
ら
施
行
）

昭
和
五
八
年
一
二
月
二
日
法
律
七
八
号
を
も
つ
て
同
法
中
改
正
、
同
五
九
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
）

昭
和
五
九
年
五
月
一
日
法
律
第
二
三
号
を
も
つ
て
同
法
中
改
正
、
同
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
）

昭
和
五
九
年
五
月
一
日
法
律
第
二
四
号
附
則
を
も
つ
て
同
法
中
改
正
、
同
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
）

昭
和
六
〇
年
五
月
二
八
日
法
律
第
四
一
号
を
も
つ
て
同
法
中
改
正
、
同
年
一
一
月
一
日
か
ら
施
行
）

昭
和
六
二
年
五
月
二
五
日
法
律
第
二
七
号
を
も
つ
て
同
法
中
改
正
、
優
先
権
証
明
書
の
提
出
期
限
、
無
効
審

判
の
除
斥
期
間
の
廃
止
、
手
数
料
等
の
改
正
及
び
審
判
請
求
の
取
下
時
期
に
関
係
し
た
改
定
規
定
は
同
年
六

月
一
日
か
ら
施
行
、
国
際
出
願
の
翻
訳
文
の
提
出
期
限
に
関
係
し
た
改
正
規
定
は
同
年
一
二
月
八
日
か
ら
施

行
、
そ
の
他
は
同
六
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
）

昭
和
六
三
年
一
二
月
一
三
日
法
律
第
九
一
〇
号
附
則
を
も
つ
て
同
法
中
改
正
、
同
六
四
年
一
月
一
日
か
ら
施

行
）平

成
二
年
六
月
一
三
日
法
律
第
三
〇
号
附
則
を
も
つ
て
同
法
中
改
正
、
同
年
一
二
月
一
日
か
ら
施
行
）
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平
成
五
年
四
月
二
三
日
法
律
第
二
六
号
を
も
つ
て
同
法
中
改
正
、
手
数
料
等
の
改
正
規
定
は
同
年
七
月
一
日

か
ら
施
行
、
そ
の
他
は
同
六
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
）

平
成
五
年
一
一
月
一
二
日
法
律
第
八
九
号
を
も
つ
て
同
法
中
改
正
、
同
六
年
一
〇
月
一
日
か
ら
施
行
）

平
成
六
年
一
二
月
一
四
日
法
律
第
一
一
六
号
を
も
つ
て
同
法
中
改
正
、
同
七
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
、
特
許

異
議
の
申
立
て
に
関
係
し
た
改
正
規
定
は
同
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
）

平
成
七
年
五
月
一
二
日
法
律
第
九
一
号
附
則
を
も
つ
て
同
法
中
改
正
、
同
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
）

平
成
八
年
六
月
一
二
日
法
律
第
六
八
号
を
も
つ
て
同
法
中
改
正
、
同
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
、
現
金
納
付

制
度
導
入
に
関
係
し
た
改
正
規
定
は
同
八
年
一
〇
月
一
日
か
ら
施
行
）

平
成
八
年
六
月
二
六
日
法
律
第
一
一
〇
号
を
も
つ
て
同
法
中
改
正
、
代
理
権
の
証
明
等
の
改
正
規
定
は
同
一

〇
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
、
そ
の
他
は
同
一
〇
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
）

平
成
一
〇
年
五
月
六
日
法
律
第
五
一
号
を
も
つ
て
同
法
中
改
正
、
特
許
料
の
引
下
げ
に
関
係
し
た
改
正
規
定

は
同
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
、
国
と
国
以
外
の
者
と
の
共
有
に
係
る
特
許
権
等
の
特
許
料
等
の
改
正
規
定
は

同
一
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
、
そ
の
他
は
同
一
一
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
）

平
成
一
一
年
五
月
一
四
日
法
律
第
四
一
号
を
も
つ
て
同
法
中
改
正
、
特
許
料
の
引
下
げ
及
び
裁
判
所
と
特
許

庁
と
の
情
報
の
交
換
に
関
係
し
た
改
正
規
定
は
同
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
、
出
願
審
査
の
請
求
期
間
の
短
縮

等
の
改
正
規
定
は
同
一
三
年
一
〇
月
一
日
施
行
、
そ
の
他
は
同
一
二
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
）

平
成
一
一
年
五
月
一
四
日
法
律
第
四
三
号
を
も
つ
て
同
法
中
改
正
、
同
一
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
）

平
成
一
一
年
一
二
月
八
日
法
律
第
一
五
一
号
を
も
つ
て
同
法
中
改
正
、
同
一
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
）

平
成
一
一
年
一
二
月
二
二
日
法
律
第
一
六
〇
号
を
も
つ
て
同
法
中
改
正
、
同
一
三
年
一
月
六
日
か
ら
施
行
）
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平
成
一
一
年
一
二
月
二
二
日
法
律
第
二
二
〇
号
を
も
つ
て
同
法
中
改
正
、
同
一
三
年
一
月
六
日
か
ら
施
行
）

平
成
一
三
年
七
月
四
日
法
律
第
九
六
号
附
則
を
も
つ
て
同
法
中
改
正
、
同
一
三
年
一
二
月
一
日
か
ら
施
行
）

平
成
一
四
年
四
月
一
七
日
法
律
第
二
四
号
を
も
つ
て
同
法
中
改
正
、
発
明
の
実
施
行
為
の
改
正
、
先
行
技
術

文
献
開
示
規
定
、
国
際
特
許
出
願
の
国
内
書
面
提
出
期
間
廷
長
、
国
際
特
許
出
願
の
翻
訳
文
提
出
期
限
延
長

に
つ
い
て
は
同
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
、
間
接
侵
害
に
関
係
し
た
改
正
規
定
に
つ
い
て
は
同
一
五
年
一
月
一

日
か
ら
、
そ
の
他
に
つ
い
て
は
同
一
五
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
）

平
成
一
四
年
七
月
三
一
日
法
律
第
一
〇
〇
号
を
も
つ
て
同
法
中
改
正
、
同
一
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
）

平
成
一
五
年
五
月
二
三
日
法
律
第
四
七
号
を
も
つ
て
同
法
中
改
正
、
特
許
料
の
引
下
げ
等
、
特
許
出
願
の
取

下
げ
等
あ
つ
た
時
に
出
願
審
査
の
請
求
の
手
数
料
の
一
部
を
返
還
す
る
制
度
の
導
入
、
特
許
料
等
の
減
免
措

置
の
見
直
し
に
関
係
し
た
改
正
規
定
に
つ
い
て
は
同
一
六
年
四
月
一
日
か
ら
、
そ
の
他
の
改
正
規
定
に
つ
い

て
は
、
同
一
六
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
）

平
成
一
五
年
五
月
三
〇
日
法
律
第
六
一
号
を
も
つ
て
同
法
中
改
正
、
同
一
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
）

平
成
一
五
年
七
月
一
六
日
法
律
第
一
〇
八
号
を
も
つ
て
同
法
中
改
正
、
同
一
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
）

平
成
一
六
年
六
月
二
日
法
律
第
七
六
号
を
も
つ
て
同
法
中
改
正
、
同
一
七
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
）

平
成
一
六
年
六
月
四
日
法
律
第
七
九
号
を
も
つ
て
同
法
中
改
正
、
見
込
額
へ
の
加
算
に
よ
る
特
許
料
返
還
に

つ
い
て
は
同
日
か
ら
、
指
定
機
関
制
度
の
見
直
し
及
び
独
立
行
政
法
人
工
業
所
有
権
総
合
情
報
館
の
業
務
拡

大
に
つ
い
て
は
、
同
年
一
〇
月
一
日
か
ら
、
そ
の
他
の
改
正
規
定
に
つ
い
て
は
、
同
一
七
年
四
月
一
日
か
ら

施
行
）

平
成
一
六
年
六
月
九
日
法
律
第
八
四
号
附
則
を
も
つ
て
同
法
中
改
正
、
同
一
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
）
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平
成
一
六
年
六
月
一
八
日
法
律
第
一
二
〇
号
を
も
つ
て
同
法
中
改
正
、
同
一
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
）

平
成
一
六
年
一
二
月
一
日
法
律
第
一
四
七
号
を
も
つ
て
同
法
中
改
正
、
同
一
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
）

平
成
一
七
年
六
月
二
九
日
法
律
第
七
五
号
を
も
つ
て
同
法
中
改
正
、
同
一
七
年
二
月
一
日
か
ら
施
行
）

平
成
一
七
年
一
〇
月
二
一
日
法
律
第
一
〇
二
号
を
も
つ
て
同
法
中
改
正
、
同
一
九
年
一
〇
月
一
日
か
ら
施

行
）平

成
一
八
年
六
月
七
日
法
律
第
五
五
号
を
も
つ
て
同
法
中
故
正
、
罰
則
の
見
直
し
に
関
係
し
た
改
正
規
定
は

同
一
九
年
一
月
一
日
か
ら
、
そ
の
他
の
改
正
規
定
は
同
一
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
）

平
成
一
八
年
一
二
月
一
五
日
法
律
第
一
〇
九
号
を
も
つ
て
同
法
中
改
正
、
同
一
九
年
九
月
三
〇
日
か
ら
施

行
）平

成
二
〇
年
四
月
一
八
日
法
律
第
一
六
号
を
も
つ
て
同
法
中
改
正
、
特
許
料
等
の
引
下
げ
に
関
係
し
た
改
正

規
定
は
平
成
二
〇
年
六
月
一
日
か
ら
、
料
金
納
付
に
係
る
口
座
振
替
制
度
の
導
入
に
関
係
し
た
改
正
規
定
は

平
成
二
一
年
一
月
一
日
か
ら
、
そ
の
他
の
改
正
規
定
に
つ
い
て
は
平
成
二
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
）


